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【問い合わせ先】世田谷区 子ども・若者部 保育課 保育育成支援担当 
 

https://logoform.jp/form/JqMJ/1262084 
 

※公募に関するお問い合わせ・ご相談は、オンライン（LoGo フォーム）でのご連絡をお

願いいたします。概ね４営業日以内にご返信いたします。 

 

※具体的な物件に関する相談は、Ｐ１２「６（２）物件相談」をご確認の上、必要書類

を LoGo フォームでご送付ください。 

必要書類の送付がない場合、相談を受けかねる場合があります。 

 

 ※応募資格を満たさない方からのお問い合わせはご遠慮ください。 

（Ｐ１「２ 応募資格」をご確認ください。） 
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１ 募集の主旨 

世田谷区（以下「区」といいます。）では、近年特に待機児童が生じている１・２歳児に

ついての需要量の増加に対応するため、認可保育所の新規整備を含めた取組みを実施して

います。 

この度、認可保育所の整備・運営を担っていただく事業者（以下「事業者」といいます。）

を募集し、応募のあった事業者の提案内容等を総合的に審査し、提案の採択の可否を決定

します。提案を採択された事業者は、提案内容に基づき、整備・運営に向けた協議を区と

行っていただきます。 

区が掲げる「世田谷区保育理念」、「世田谷区保育方針」、「世田谷区保育の質ガイドライ

ン」等を十分に理解し、保育事業に熱意と責任のある皆様からのご応募をお願いします。 

 

２ 応募資格 

応募資格は、次のとおりとします。ただし、応募後、本資格を満たさなくなった場合は、

応募資格を有しないものとし、応募は無効とします。 

（１）申請者 

原則として、応募日現在、以下のいずれかの法人格において、３年以上の法人運営

実績を有すること。 

１）社会福祉法に規定する社会福祉法人 

２）公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等に規定する一般社団法

人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 

３）日本赤十字社法に規定する日本赤十字社 

４）特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人 

５）会社法に規定する会社 

６）私立学校法に規定する学校法人 

７）前各号に定めるもののほか、区長が認める事業者 

◆整備手法について（注意事項） 

今回の募集では、内装改修による整備提案（保育事業者が自ら賃貸物件を借用し、

改修する整備手法）を前提といたします。 
 

※内装改修以外
．．

の整備（自己所有物件による整備）について 

自己所有物件による整備は、就学前教育・保育施設整備交付金（国庫補助金）の対象事業となら

ない場合、区の補助金が交付できません。 

来年度以降の就学前教育・保育施設整備交付金の申請スケジュールは未定ですが、当募集にて事

業者決定される提案は、令和９年４月以降の補助内示となることが見込まれます。 

また、内示前の工事契約は不可ですので、工事着工も最短で令和９年４月以降となります。 

自己所有物件での整備は、このことを了承いただき、「区からの補助金交付が無い場合でも整備が

実施できる提案」で、「令和９年４月以降の着工で令和１０年４月に確実に開園できる工期」の場合

のみ、物件相談を受け付けます。 
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（２）運営実績 

応募日現在において、以下のいずれかの運営実績を満たすこと。 

１）児童福祉法に定める認可保育所（公設民営園での業務委託を除く。）を１年以上

運営していること。ただし、区内で認可保育所をすでに運営している場合は、運

営実績を満たしているものとして取り扱います。 

２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定

める幼保連携型認定こども園又は保育所型認定こども園を１年以上運営している

こと。 

３）東京都認証保育所事業実施要綱に定める東京都認証保育所（Ａ型）など、定員

２０人以上で都道府県又は政令市から認証等を受け、運営費が補助されている保

育所を５年以上運営していること。 

４）世田谷区保育室制度運営要綱に定める世田谷区保育室を８年以上運営している

こと。 

５）児童福祉法に定める乳児院を１０年以上運営していること。 

６）児童福祉法に定める児童養護施設（乳幼児が入所していない施設は除く。）を１

０年以上運営していること。 

７）児童福祉法に定める小規模保育事業又は家庭的保育事業を３年以上運営してい

ること。 

８）前各号に定めるもののほか、区長が認める事業者。 

（３）財務状況 

以下のすべての項目を満たすこと。 

１）直近３年間の会計年度において、３年間連続して損失を計上していないこと。 

※「直近３年間の決算報告書等」のうち、損益計算書の「当期純利益」、又は事業活動計

算書の「当期活動増減差額」が３年間にわたり損失が計上されている状態にないこと。 

２）直近期の会計年度において、債務超過となっていないこと。 

※「直近期の決算報告書等」において、貸借対照表の「負債（債務）」が「資産（財産）」

を上回っている状態にないこと。 

（４）所管庁の監査、指導検査等 

運営主体及び運営している施設において、直近に実施された所管庁の監査、指導検

査等において、文書指摘を受けていないこと。ただし、文書指摘を受けていた場合で

あっても、適正な改善報告がなされている場合は、指摘を受けていない場合と同様の

取扱いとします。 

（５）その他、以下の事項を満たす者。 

１）施設を利用する保護者、地域との信頼関係を築ける事業者であること。 

２）社会福祉事業に熱意と見識を有し、良好な実績のある事業者であること。 

３）認可保育所運営のための必要な経営基盤及び社会的信望を有していること。 

４）区の掲げる保育理念や保育方針、保育の質ガイドライン等を十分に理解し、区

の保育行政について積極的に協力できる事業者であること。 

５）本募集要項にて提示する条件を厳守できること。 

６）Ｐ１３「８ 欠格事項」に記載するいずれにも該当しないこと。 
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３ 応募の条件 

本事業は、応募事業者が自ら物件を確保した上で、認可保育所の整備・運営を行うもの

です。 

認可保育所の整備に関して、事業者は関係する法令及び条例、関係規定に基づく施設基

準を満たすとともに、本募集要項に定める条件を満たすことが必要となります。 

募集施設種別 

児童福祉法に定める認可保育所（私立） 

※既存園と一体的に運営する認可保育所分園の提案も可能です。 

分園を提案する場合、本園と分園との距離については、通常の交通手段により

３０分以内の距離を目安としてください。 

開園年月日 

原則、令和９年４月１日または令和１０年４月１日に開園できること。 

※遅くとも、開園の１か月前までに区の実地検査が完了できるスケジュールとし

てください。 

※スケジュール上、上記日程での開園が難しい可能性がある提案については、別

途お問い合わせください。 

募集対象地域 

玉川地域、砧地域、烏山地域 

※世田谷地域及び北沢地域の内、上記地域の近隣地区を含む 

※既存の保育施設の配置状況や、他事業者からの相談状況等を考慮し、保育需要

が満たされていると判断される箇所での提案については、提案自体を受け付け

ないことがあります。 

事業規模 

定員２０人以上（原則１歳から２歳児まで） 

※最終的な定員設定は、区と協議の上、決定となります。 

※０歳児及び幼児の定員を設定する場合には、事前に区と協議してください。 

実施事業 

１）通常保育（日曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く月

曜日から土曜日まで１１時間開所） 

 ※開所時間：午前７時１５分から午後６時１５分まで 

２）延長保育１時間以上 

 ※延長保育料は、区立園を参考に区と協議の上、決定します。 

３）障害児保育 

４）定期利用保育 

５）一時預かり事業（一般型） 

６）乳児等通園支援事業（一般型、余裕活用型） 

※定期利用保育・一時預かり事業・乳児等通園支援事業については、区との協議

により、建物や定員の規模、地域の利用状況等で実施しないと判断する場合が

あります。 

※実施事業については、提案時に区と協議を行っていただきます。 
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追加事業 

応募にあたっては追加事業を提案することも可能です。 

ただし、提案された事業の実施を保証するものではなく、事業実施の決定

にあたっては、区との協議を経ることが必要となります。 

設備、構造 

１）「建築基準法」、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（厚生労

働省）、「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例・同

規則」、「世田谷区保育所設置認可等事務取扱要綱」及び「世田谷区保育

所設備・運営基準解説」等の関係法令等に従うほか、次の基準による設

備を設けてください。 

※有効面積とは、部屋の内法面積（収納及び手洗い設備等を除く）です。 

２）施設に使用する建材や建具等は、園児等の健康及び安全に十分に配慮

し、シックハウスの原因となる化学物質（ホルムアルデヒド、アセトア

ルデヒド等）を発散しないものを選定するよう努めてください。 

３）室内化学物質濃度については、内装仕上げ工事が終了し、備品等の搬

入後に検査を行うこととし、厚生労働省の定める標準測定法により測定

し、同省が定める指針値以下の数値としてください。 

４）以下の場合には施設整備費補助金の一部返還の可能性があることに留

意してください。 

区分 要件 

乳児室又はほふく室 

※０歳児保育実施の場合 
０歳児１人あたり５㎡（有効面積）以上 

屋外遊戯場 

児童が実際に遊戯することができる保育所の専用スペー

スとして、２歳以上児１人あたり３．３㎡以上。 

ただし、以下の場合には、敷地内に設けることを要しな

い場合があります。 

（１）保育所の屋外遊戯場の代替となり得る公園・広場

が隣接している場合。 

※具体的なケースについてはご相談ください。 

（２）屋内に認可上必要となる諸室とは別にホール等、

屋外遊戯場の代替となりうる十分な空間を確保でき、

以下をすべて満たす場合。 

１）用途地域が商業地域・近隣商業地域であること。 

２）令和１０年４月までに開園すること。 

 

※認可保育所分園を提案する場合においては、本園に屋

外遊戯場が整備されていれば、必ずしも分園に屋外遊

戯場を整備する必要はありません。詳しくはご相談く

ださい。 
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ⅰ）建物使用期間満了時に耐用年数が経過していない場合 

ⅱ）施設整備補助を活用した施設又は設備等の耐用年数以前に保育所を

廃止した場合 

ⅲ）施設整備補助を活用した施設又は設備等を除却した場合 

５）敷地内に、保護者が送迎の際に一時的に利用する自転車駐輪場所、ベ

ビーカー置場を設けてください。 

６）敷地内に、給食の材料搬入や緊急時等に一時的に利用する車両の駐停

車スペースを確保してください。なお、敷地内に確保できない場合は、

代替として近隣の駐車場を確保してください。 

７）区内では、近年の集中豪雨や台風等に伴い、浸水被害が発生している

地域があります。計画地の浸水想定の有無を「世田谷区洪水・内水氾濫

ハザードマップ」で事前に確認の上、浸水予防にあたっては関係部署と

調整し、必要な対策を行ってください。 

提案対象と 

なる建物 

１）原則、令和９年４月１日または令和１０年４月１日に保育所開園が可

能な区内の建物。 

２）定員２０人以上を確保できる面積の建物。なお、原則として、Ｐ４「設

備、構造」に記載している屋外遊戯場を確保してください。 

３）敷地に接している道路が私道であり、公道に出るまでの間、私道を避

難路として使用する場合、児童が避難路として使用することについて、

当該私道の所有者との覚書等を取り交わすことが可能な建物。 

４）敷地外、建物外に出ることができる二方向の避難路が確保されている

など、保育所としての安全性が担保される土地に建築された建物。 

５）次のいずれかに該当する建物。 

 ⅰ）応募事業者が所有権を有している、又は保育所開園に支障のない時

期までに自己所有となる建物。 

   ※自己所有物件での提案は、Ｐ１「整備手法について(注意事項)」を必ず

ご確認ください。 

 ⅱ）以下の条件を満たした賃貸借契約等により貸与される建物。 

・開園日から起算し、貸付期間が１０年以上であること。 

 ※１０年未満の貸付期間の場合、賃料補助をお支払いできません。 

・賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であり、かつ年間賃

借料が保育所運営費（国基準）の３ヶ月分に「世田谷区保育所等運

営費助成金交付要綱」に定められている施設運営向上費加算を加え

た額を超えない額であること。 

※地域の水準に照らして適正な額以下か把握するため、別途、不動産鑑定

士による調査を行います。 

６）事業者が賃貸借契約等による貸与する物件に、抵当権（根抵当権含む）

等の保育所運営に支障となるものが設定・登記されている、若しくはさ

れる場合は、原則として区が指定する期日までに抹消していただきま

す。抹消が難しい場合は、事前に相談してください。 
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※応募事業者が所有権を有している、又は保育所開園に支障のない時期までに

自己所有となる土地または建物に対し、応募事業者が根抵当権を設定・登記

することはできません。 

 ※物件に抵当権（根抵当権）が設定・登記されている、若しくはされる場合、

抵当権が実行された際に保育施設を閉鎖しなければならない可能性があり、

安定的・継続的な運営が望めないことがあります。 

７）既存の建物を使用する場合、建築確認申請書・建築確認済証及び検査

済証（検査済証を紛失している場合は台帳記載事項証明書）の提出が可

能であり、かつ建築基準法による保育所への用途変更が確実に行えるも

のであり、認可保育所として使用するための施設基準を満たす建物。 

８）原則として、昭和５６年６月１日以降に建築確認を受けている建物（新

耐震基準）。ただし、これ以前に建築確認を受けている場合であっても、

耐震補強を実施するなどして、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を

図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）に定

める方法により行った耐震診断を受け、Ｉｓ値（構造耐震指標）が０．

７以上かつ、ｑ値１．０以上若しくは、ＣｔｕＳｄ値０．３以上となる

鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物、Ｉｗ

値が１．１以上の木造の建築物は、対象となる場合があります。 

９)検査済証の交付を受けていない建物の活用については、応募事業者が

区長に関係書類を提出することにより、次の i からⅲをすべて満たすこ

とを条件に認められる場合があるため、事前に相談してください。 

ⅰ）建築基準法の新耐震基準に基づく建築確認済証が交付されているこ

と。 

ⅱ）建物用途について建築基準法に基づく保育所用途への変更確認が認

められていること、あるいはその見込みにあること。 

ⅲ）建築物の構造耐力や耐震性能について、建築確認時の設計図書、構

造計算書及び施工図等に基づき新耐震基準を満たす建築物である

こと、あるいは鉄筋コンクリート造等にあっては、Ｉｓ値が０．６

を超えることなどの証明ができること。 

10）建物所有者が住民税又は法人住民税、固定資産税、個人事業税、都市

計画税等を滞納していないこと。 

11）建物所有者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第

２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う

ものでないこと。 

※必要に応じて、関係機関への照会を行います。 

※自己所有物件での整備を希望する場合、応募事業者が所有権を有してい

る、又は保育所開園に支障のない時期までに自己所有となる土地または

建物に対し、応募事業者が根抵当権を設定・登記することはできません。 
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所有者との交

渉 

建物を賃借して整備するにあたり、所有者等との交渉や調整については、

事業者が責任を持って行ってください。 

地域住民等へ

の説明 

１）認可保育所整備・運営に関して、地域住民・町会関係者等への説明は、

事業者の責任において行ってください。 

２）施設の設計や工事の実施にあたっては、地域住民等からの要望に配慮

し、可能な限り対応してください。また、事業者の責任において解決を

図るよう努めてください。 

関係法令の 

遵守 

１）認可保育所の整備・運営にあたり、関係法令および都・区等の条例な

ど、関係規定の基準を満たしてください。 

（例）児童福祉法、建築基準法、消防法、東京都福祉のまちづくり条例、世田

谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例、・同規則、世田谷区保

育所設置認可等事務取扱要綱、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例、世田

谷区街づくり条例、世田谷区みどりの基本条例など 

２）建築基準法による保育所用途として、設計を確定する前に、予め世田

谷区都市整備政策部建築審査課及び管轄の消防署に相談し、その指導に

従ってください。 

３）設計にあたり、世田谷区関係条例等については、必ず事前に世田谷区

関係部署に相談し、その指示に従ってください。 

（例）世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例（都市整備政策部都市デザイン

課）、世田谷区みどりの基本条例（各総合支所街づくり課）、その他保健所など。 

外部評価 

保育の質の向上のため、次の外部評価を受けてください。 

１）東京都福祉サービス第三者評価を３年間に１回以上受審し、評価結果

を公表してください。 

 ※開園初年度の受審が「施設整備補助」の要件となる場合があります。 

２）区が行う保育内容等に関する助言指導を積極的に受け入れ、その助言

指導に対する改善を図ってください。 

３）事業者として決定された後、事業者提案による認可保育所整備の実績

として、区の実施する評価・検証（財務内容も含む。）に協力してくださ

い。 

人材確保・育成 

１）社会福祉事業における経験が豊富で、マネジメント能力の高い施設長

候補者及び主任候補者を確保してください。 

※施設長候補者は、世田谷区保育所設置認可等事務取扱要綱の基準を満たす者

であることを前提とします。 

２）職員を確保するための手段や育成方法に関して、実現性が高い内容で

計画してください。 

３）保育士等の職員配置について、「世田谷区保育所等運営費助成金交付

要綱」に定める基準及び加算にかかる要件を満たし、かつ、開園時から

施設型給付費等に係る処遇改善等加算の基礎分の加算率６％以上（職員

一人当たりの平均勤続年数４年以上）の体制を整えてください。 
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 ※開園後１３箇月以降、施設型給付費等に係る処遇改善等加算の基礎分の加算

率が６％に満たない場合は、当該年度の賃料に対する補助金を支払えませんの

で、ご注意ください。 

４）保育の安定性の面から、運営開始後職員の異動は極力避け、特に施設

長候補者については、やむを得ない事情を除き、事業者として決定があ

った日から開園後５年まで変更は行わないでください。 

事業の継続性 

園児に対する安定的・継続的な保育の提供という視点から、経営状況等の

悪化や賃借する物件の抵当権の実行等により、運営開始後に保育の提供が

困難になった場合に備え、在籍児の処遇等について、十分な検討を行って

ください。 

 

４ 整備・運営にあたっての補助制度 

整備にあたっては、以下の補助制度があります。本募集要項に基づく事業者の決定に際

しては、当該補助制度を利用するための条件が付される場合があります。なお、整備にあ

たっては、（１）の補助制度を利用することを前提とします。 

なお、区の予算が成立することが本補助の条件となりますので、事業計画にあたっては

十分ご検討ください。 

補助制度の詳細は、別紙１「施設整備にあたっての補助制度」のとおりです。 

なお、施設整備費（内装改修）・賃料にかかる補助金については、年度（３月末日）をま

たぐものは対象になりませんので、令和８年度中に着工した場合は令和９年４月１日まで

に開設し、令和９年度中に着工した場合は令和１０年４月１日までに開設してください。 

 

（１）施設整備費補助 

当該事業については、区の「世田谷区認可保育所設置促進・サービス向上支援事業」

等に基づき、施設の整備費用の一部を補助します。 

       なお、補助金を利用する際は、以下の点にご留意下さい。 

・施設整備にあたっては、本募集要項において提示する補助制度を除き、施設整備及

び運営において必要となる費用については自ら負担すること。 

・事業を行うために締結する契約については、区が定める契約手続きの取り扱いに準

拠するとともに、事業者の定める経理規定に則り行うこと。 

※原則として、一般競争入札により契約の相手方を決定してください。ただし、事業者が

内装工事を行うにあたって、土地所有者が建物躯体を建設する施工者を指定しているなど

特別な事情がある場合については、ご相談ください。 

・社会福祉法人が整備を行う場合の施工業者等との契約や物品購入等にあたっては、

平成２９年３月２９日雇児総発０３２９第１号「社会福祉法人における入札契約等

の取り扱いについて」に定められたとおり経理規程を整備のうえ、適正な事務取扱

の徹底を図ること。 

（２）賃料補助 

保育施設整備の必要性の高い地域での整備を促進するため、賃借料補助を行います。 
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 （３）施設運営費補助 

開園後の保育所運営にあたっては、「特定教育・保育、特別利用保育、特定地域型保

育、特別利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平成

２７年３月３１日内閣府告示第４９号）」に規定する公定価格に加え、「世田谷区保育

所等運営費助成金交付要綱」等に基づく補助を行います。 

ただし、本補助は区の独自補助であるため、交付された補助金は当該園で指定され

た目的のために支出されるものであり、実績報告を確認した上で、補助金交付額が実

績に満たない場合は返還していただきます。 

     

 

５ 整備・運営事業者の審査、採択及び決定 

本募集要項に基づく事業者の決定は世田谷区長が行いますが、審査の結果、事業者の提

案を採択しない場合があります。 

（１）審査方法（状況により、審査を追加する場合があります。） 

１）応募申請書類・財務書類等の内容審査 

２）現在運営している施設の現地調査 

３）今回の提案や施設長候補者等に関するヒアリング審査 

（現在運営している施設の現地調査と同日に実施） 

※上記１）の審査の結果、２）の現地調査及び３）のヒアリング審査を行わず、提案を採択

しない場合があります。 

※上記２）、３）に関する審査日は、審査委員会で指定します。また、必ず法人代表者（担当

理事や本事業の責任者でも可）と施設長候補者、現地調査対象施設の施設長が出席してく

ださい。 

※上記２）、３）に関する審査に必要な書類は、別途ご案内いたします。 

※上記２）の対象園は、原則として、「現在運営している施設の状況に関する書類」に記載さ

れている施設とします。なお、区内で運営している場合は、原則区内の保育施設とします。

ただし、審査の都合上、対象施設を変更する場合があります。 
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（２）評価項目 

審査委員会は、「保育所保育指針」、「世田谷区保育理念」、「世田谷区保育方針」、「世

田谷区保育の質ガイドライン」に基づき、次の点を重視して審査を行います。 

※区では「子どもを中心とした保育」を実践するための基本的な指針として、「世田谷区保

育の質ガイドライン」を策定しています。 

評価項目 内      容 

事業者の理念 

児童福祉の理念・公共

性・公益性を持ち、社

会的使命を担ってい

る事業者であること。 

事業者から提出された資料及び経営に携わる責任者、

施設長候補者等との面接内容から、児童福祉施設とし

ての社会的使命や地域における保育所の役割に関する

考え方等について、評価・審査を行います。 

事 業 の 安 定

性・継続性 

運営にあたっての安

定性・継続性が担保さ

れていること。 

事業者の財務状況等について公認会計士による財務内

容の確認を行い、子どもや保護者が安心して保育の提

供を享受し続けることができるかどうかについて評

価・審査を行います。 

※財務状況の評価は A～D の４段階評価とし、B 以上で

あれば安定して継続運営が出来る事業者としての評価

をします。C 以下の場合は、別途協議を行います。 

運営管理体制 

保育現場や外部の意

見を取り入れるなど、

民主的な運営がなさ

れていること。 

内部の意見のみによる運営ではなく、客観的な外部の

意見等を運営にフィードバックさせることや、保育現

場からの意見が経営層の判断に反映される仕組みづく

りがなされているかどうかについて評価・審査を行い

ます。また、経営層に現場の責任者や児童福祉に精通し

た人材が含まれているかどうかについても評価・審査

を行います。 

保育の質 

子ども本来の発達・育

ちを重視し、子どもの

視点に立った優良な

保育を実施しており、

区の保育理念も理解

していること。 

連絡帳・保育日誌・日々の保育活動など、保育の内容等

について評価・審査を行います。 

人材の確保・

育成 

計画的な職員採用・人

材育成により、質の高

い職員が確保されて

いること。 

採用方法や異動に伴う既存園への影響を注視しなが

ら、新規開設園に配置を予定する職員の年齢・経験年数

等のバランスについて評価・審査を行います。また、職

員に対する処遇や研修の状況から、能力を高めながら

働き続けることのできる環境の整備等についても評

価・審査を行います。 

※この他、「障害児保育に関する考え方」、「虐待対応に関する考え方」、「地域子育て支援の実績」、

「給食提供に関する考え方」、「食育に関する考え方」、「防災的な視点からの取り組み」等につ

いても評価・審査を行います。 
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（３）審査及び決定の日程（予定） 

６ 応募の方法(２)、（３）に記載の物件相談及び事前協議を経たうえで、応募申請書類

を提出してください。 

スケジュール 

物件相談 

令和８年２月１６日（月）午後５時まで 

※必ずオンライン（LoGo フォーム）で物件相談をしてください。

地域の優先度、他物件の計画が既にあるなど、本相談の段階でお

断りする場合があります。 

詳しくは、Ｐ１２「６ 応募の方法（２）物件相談」を参照して

ください。 

事前協議書類提出 令和８年２月２７日（金）午後５時まで 

応募書類提出 令和８年３月６日（金）午後５時まで 

審査 

令和８年４月～ 

※現在運営している施設の現地調査とヒアリング審査は、５

月までの期間で実施する予定ですが、変更となる場合があり

ます（日程は審査委員会で指定します）。 

事業者決定、審査結果通知 令和８年６月以降 

※提案内容により、日程が変更となる場合があります。 

 

６ 応募の方法 

（１）応募から決定までの流れ 

 

流れ 備考 

物件相談 
施設整備の優先度や近隣の整備計画の有無について確認

しますので、必ず相談してください。 

事前協議 提出期限日の午後５時までに提出してください。 

応募申請書類提出 提出期限日の午後５時までに提出してください。 

書類審査 

応募申請書類に関する審査 

※応募申請書類・財務書類の審査により、現地調査及びヒア

リング審査を行わず提案を採択しない場合があります。 

現地調査・ヒアリング審査 
必ず法人代表者（担当理事や本事業の責任者でも可）と

施設長候補者が出席してください。 

事業者決定 事業者決定後、整備・運営に向けた協議を行います。 
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（２）物件相談 

・提案場所周辺の施設整備の優先度や他の計画の有無を確認する必要があるため、物件

相談を必ず行ってください。事前の物件相談がない場合は、提案を受け付けません。 

・提案場所周辺の施設整備の優先度や他の計画の有無によって、本相談の段階でお断り

することがあります。 

・相談にあたっては、以下の「必要書類」をオンライン（LoGo フォーム）でご送付くだ

さい。 

（事前のアポイント無く、窓口や電話での相談はお受けできかねますのでご注意ください。） 

必要書類 

(1)案内図(屋外遊戯場や付近の公園の位置がわかるもの) 

(2)配置図 

(3)平面図(２方向避難が確保できることがわかるもの) 

(4)既存建物の場合は、建築確認済証及び検査済証の写し 

(5)開所までのスケジュール(各種申請・工事工程、開所準備期間を反映し

たもの） 

※原則として、PDF 形式で送付してください。 

送付先 
https://logoform.jp/form/JqMJ/1262084  
※概ね４営業日以内にご返信いたします。 

 

（３）事前協議書類提出（別紙２「事前協議書類一覧」のとおり） 

事前相談後、本募集要項に定める応募条件を満たしているか確認するための事前

協議を行います。事前協議は事前に連絡の上、日程を調整し、保育課の窓口までお

越しください。 

（４）応募申請書類提出（別紙３「応募申請書類一覧」のとおり） 

      上記（３）事前協議後、事前に連絡の上、日程を調整し、保育課の窓口までお越

しください。郵送による提出も可能ですが、提出期限まで到着するようお願いいた

します。 

      なお、同一事業者による複数の提案はお受けできません。 

７ 整備・運営事業者決定後の開園に向けた取り組み 

事業者は以下の手続きにより、整備に取り組んでいただきます。 

区との協議 

・区及び関係機関との協議 

（事業内容・運営方法・設計内容・近隣状況等の確認） 

・施設整備費補助協議 

貸付契約等 

・所有者との貸付契約締結 

※賃料設定等の契約内容に関する区の最終確認が終了後に契約を締結してい

ただきます。 

近隣住民 

【事業者、設計者】 

・・事業者として決定後、速やかに近隣住民に対する事業内容や園舎の配

置案等の説明 
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【事業者、設計者、工事業者】 

・工事業者決定後、速やかに近隣住民に対する工事概要の説明 

工事関係 

【事業者】 

・保育所建設工事業者入札 

【事業者、設計者、工事業者】 

・保育所建設工事着工 

認可申請 

【事業者】 

・保育所設置認可申請提出 

【区、事業者、設計者、工事業者】 

・保育所設置認可実地検査 

 

８ 欠格事項 

   次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当するもの（地方公共団体の一般競

争入札の参加者資格に抵触する者） 

（２）市民税又は法人市民税、固定資産税、都市計画税等を滞納しているもの又は代表

者がこれらの税金を滞納しているもの 

（３）破産法、若しくは民事再生法の適用を受けている、又は受けようとしているもの 

（４）応募事業者（関連団体も含む。）又はその役員が、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及

びそれらの利益となる活動を行うもの 

※なお、必要に応じて、資格審査のために関係機関への照会を行います。 

 

９ その他（注意事項） 

（１）必要に応じ、追加書類の提出を求めます。 

（２）必要に応じ、応募事業者の名称及び提出書類等の内容（個人情報を除く。）を公表

することがあります。 

（３）提出された書類は、理由を問わず返却しません。 

（４）応募後に、当該提案を取り下げることになった場合は、至急ご連絡ください。 

（５）応募に関する費用は、全て応募事業者の負担とします。 

（６）本募集要項で示す整備・運営に関する補助制度を活用せず、認可保育所を整備・

運営する場合は、区までご相談ください。 

（７）本募集要項における審査の結果、提案の採択にいたらなかった事業者について、

同一事業者による同一年度内での提案は受け付けません。 

（８） 本募集要項に基づいて事業者として決定された後に、開設時期や施設長候補者を

含む提案内容の変更は認めません。やむを得ない事情により変更する場合は、区と

の協議が必要となります。また、提案内容が守られないときは、補助金を減額又は

支出しない場合があります。 
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【参考】 

◆世田谷区保育理念◆ 

すべての子どもたちは、幸せに生きる権利があります。 

子どもにとって最初の保育者は保護者
あ な た

です。 

世田谷区
わ た し た ち

は一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考え、 

保護者
あ な た

とともに保育を通しての福祉に努めます。 

 

◆世田谷区保育方針◆ 

１ 命の大切さ、生きる力をはぐくみます。 

２ 保護者
あ な た

とともに、心豊かな子育てを目指します。 

３ 地域の社会資源を活かし、地域の子育て力の向上に努めます。 

 

◆「子ども・子育て応援都市」宣言◆ 

    https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/010/d00138162.html 

 

◆世田谷区保育の質ガイドライン◆ 

    https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/009/d00138520.html 

 

◆世田谷区子ども計画（第３期）◆ 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02236/23479.html 

 

◆今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）◆ 

https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/2150/guranndobijyonn.pdf 

 

◆世田谷区の就学前人口の状況◆ 

https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/1624/1syuugakumaezinnko-zyoukyo.pdf 

 

◆待機児童数等の状況◆ 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02243/1627.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【書類提出先】 

〒１５４－８５０４  

世田谷区世田谷４－２１－２７ 

世田谷区役所第二庁舎２階２２番窓口 世田谷区子ども・若者部保育課  

電話 ：０３－５４３２－２３２０ FAX ：０３－５４３２－３０１８ 

【問い合わせ先】世田谷区子ども・若者部 保育課 保育育成支援担当 

https://logoform.jp/form/JqMJ/1262084  
 

※物件相談・その他お問い合わせは、オンライン（LoGo フォーム）でのご連絡をお願い

いたします。 


